
 

 

 厚生労働省は 2024 年 3 月 21 日、医療機関・

薬局向けに「マイナ保険証促進トークスクリプト」

（右図）を公開し、マイナンバーカードの保険証利

用（マイナ保険証）を促進するために、薬局でどの

ように声を掛ければよいかを示したフローチャート

を公開し、厚労省ホームページからダウンロードで

きるようになっております。スクリプトは、右図の

通り、最初に「マイナンバーカードをお持ちでしょ

うか？」と声を掛けた後、患者が同カードを持って

いなかった場合は、次回来局時に持参するよう呼び

かけたり、同カードの作成を促すような流れになっ

ています。また、マイナ保険証を利用しない人や詳

細を聞かれた場合には患者周知用のリーフレットを

適宜用いてメリットを説明するといった、内容で

す。患者周知用リーフレットは、下図ですが、これ

も厚労省ホームページからダウンロードできるよう

になっております。 
 

＜該当の厚労省ホームページ＞ 

 

 
 

※周知の通り、本年１２月２日から現行の健康保険

証の発行が終了し、手元にある保健証は１２月２日

以降、最長１年間（来年１２月１日迄）使用可能と

なります。また、薬局でのマイナ保険証の利用率は

（現在検討中）、新設された医療 DX 推進体制整備

加算(４点)の１０月からの施設要件として必要にな

りますので、加算取得のためにも積極的に取り組む

必要があります。 
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 ＜ 最近の話題 ＞        マイナ保険証の利用促進のための薬局の取り組み 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/ 
bunya/denshishohousen_sozai.html 
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